
   13  |  Vol. 1068  |  Friday, August 14, 2020

Q
米
国
在
住
で
、日
本
で

も
不
動
産
や
財
産
を
保

有
す
る
場
合
、何
か
米
国
で
申

告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
？

A
日
本
人
に
と
っ
て
認

知
度
が
低
く
、
対
策

漏
れ
が
起
こ
り
や
す
い
の
は
、

「
Ｆ
Ｂ
Ａ
Ｒ（The Report of 

Foreign Bank and Financial 
A

ccounts

）」と
呼
ば
れ
る
米

国
の
税
金
制
度
で
す
。こ
れ
は
、

米
国
外
に
１
万
ド
ル
以
上
の

金
融
口
座
を
保
有
し
て
い
る
人

に
、国
外
金
融
口
座
の
１
年
内

で
の
最
高
額
を
開
示
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
も
の
で
す
。

　

残
高
が
そ
の
１
年
で
、１
回

で
も
１
万
ド
ル
を
超
え
た
場

合
は
、Ｉ
Ｒ
Ｓ
に
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。現
時
点
で

１
万
ド
ル
を
超
え
て
い
な
く
て

も
、年
内
に
超
え
た
記
録
が
あ

れ
ば
該
当
す
る
の
で
、注
意
し

ま
し
ょ
う
。

Q
米
国
在
住
中
に
、日
本

で
不
動
産
を
貸
し
出
し

て
い
る
場
合
、日
本
で
の
確
定

申
告
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

ま
す
か
？

A
日
本
国
内
の
不
動
産
は

「
国
内
源
泉
所
得
」と

呼
ば
れ
、貸
主
の
居
住
地
に
か

か
わ
ら
ず
日
本
で
確
定
申
告

が
必
要
で
す
。

　

な
お
、賃
借
人
が
法
人
と
し

て
事
業
用
途
で
利
用
す
る
場

合
、賃
借
人
は
所
得
税
20
％
と

復
興
特
別
所
得
税
０
・
４
２

％
、計
20
・
4
２
％
を
源
泉
徴

収
と
し
て
納
付
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
あ
り
の
場
合
で

も
、貸
主
は
日
本
で
確
定
申
告

が
必
要
で
す
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。通
常
、所
得
税
の
還

付
と
な
り
ま
す
。

Q
米
国
在
住
の
立
場
で
、

日
本
に
あ
る
財
産
を
相

続
す
る
場
合
、何
に
気
を
付
け

る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

A
日
本
の
相
続
税
の
課
税

対
象
に
な
る
か
ど
う
か

は
、被
相
続
人
と
相
続
人
の
ス

テ
ー
タ
ス（
居
住
者
か
非
居
住

者
か
）、お
よ
び
相
続
財
産
の

所
在（
日
本
に
あ
る
か
、日
本

国
外
に
あ
る
か
）に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、亡
く
な
っ
た
自
分

の
親（
被
相
続
人
）が
日
本
に

居
住
し
て
い
た
な
ら
、相
続
人

（
自
分
）が
た
と
え
長
年
米
国

に
居
住
し
て
い
た
と
し
て
も
、

相
続
し
た
財
産
全
て
が
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
で
の
申
告
納
税
手
続

き
は
、日
本
居
住
者
を
納
税
管

理
人
に
選
任
し
て
、納
税
管
理

人
を
通
じ
て
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

な
お
こ
の
場
合
、相
続
発
生

か
ら
10
カ
月
以
内
に
申
告
納

税
が
必
要
で
す
。

Q
納
税
管
理
人
は
、ど
の

よ
う
に
指
名
す
る
も
の

で
す
か
？

A
納
税
管
理
人
と
は
、日

本
国
外
に
居
住
す
る

人
が
日
本
で
確
定
申
告
や
納

税
を
行
う
際
、そ
の
納
税
事
務

処
理
を
代
わ
り
に
請
け
負
う

人
の
こ
と
で
す
。

　

日
本
居
住
者
で
あ
れ
ば
個

人
・
法
人
の
ど
ち
ら
で
も
問
題

あ
り
ま
せ
ん
。実
務
上
は
、親

族
や
顧
問
税
理
士
が
な
る
こ

と
が
多
い
で
す
ね
。

　

例
え
ば
、日
本
国
内
の
不
動

産
収
入
が
あ
る
場
合
、所
得
税

と
固
定
資
産
税
の
納
税
管
理

人
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

所
得
税
の
納
税
管
理
人
の

選
任
は
、自
分（
納
税
管
理
人

で
は
な
い
）の
納
税
地
を
管
轄

す
る
税
務
署
に
、「
所
得
税
の

納
税
管
理
人
の
届
出
書
」を
提

出
し
ま
す
。納
税
地
は
、基
本

的
に
、日
本
国
内
の
不
動
産
の

所
在
地
に
な
り
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
納
税
管
理

人
の
選
任
は
、不
動
産
所
在
地

の
市
区
町
村
に「
納
税
管
理
人

申
告
書
」を
提
出
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、納
税
管
理
人

は
、管
理
を
請
負
っ
た
相
手
が

税
金
を
滞
納
し
た
と
し
て
も
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
は

負
い
ま
せ
ん
。

〈
お
こ
と
わ
り
〉

※
当
社
は
、掲
載
記
事
の
内
容

に
関
し
て
、一
切
責
任
を
置
い

か
ね
ま
す
。詳
細
は
各
専
門
家

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
本
に
残
し
て
き
た
両
親
や
家
族
、不
動
産
や
財
産
な
ど
は
、米
国
に
い
る
間
も
か
か
さ

ず
ケ
ア
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
。今
号
は
、税
務
の
プ
ロ
が
、日
米
双
方
か
ら
求
め
ら
れ
る

手
続
き
な
ど
に
つい
て
解
説
。

海外で生活する上で困ったこと、知
りたいこと、また現在直面している
問題など、スペシャリストに聞きたい
ことがある人は、表題を「スペシャリ
スト」として、下記のメールアドレス
まで質問をお送りください。ビザ、保
険、年金、起業の話、またはどんな
人に相談していいか分からないとい
った場合も、ぜひ教えてください。
「スペシャリストに聞く」係
reader@nyjapion.com
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